
 

平成２３年度埼玉県介護支援専門員再研修実施要領 

 

 

１ 研修の目的 
 介護支援専門員再研修実施要綱に基づき、介護支援専門員として実務に就いていない方、ま

たは実務から離れている方が実務に就く際に、介護支援専門員としての必要な知識、技能の再

習得を図ることを目的とします。 
 

２ 実施主体 
 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（埼玉県知事指定研修実施機関） 

 

３ 受講対象者 
 埼玉県で介護支援専門員の登録を受けている方のうち、介護支援専門員証の有効期間が満了

した方（再研修受講中に満了する方を含む）で、今後新たに介護支援専門員証の交付を受けよ

うとする方。 

 

４ 研修期間 
 研修は、別紙≪研修日程≫のとおり実施します。希望する研修期間を選択してください。た

だし、申込の状況により、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。なお、

各研修期間で講義の順番が前後する場合がありますが、研修内容は同一です。 

 

５ 研修内容 
 「介護支援専門員再研修実施要綱」及び「認定調査員研修実施要綱」に基づく研修課程（合

計７日間・４６時間）。別表カリキュラムのとおり。 
 

６ 研修修了要件 
 研修の全課程を修了した方を修了者とします。修了者には、本会から修了証明書を交付しま

す。研修事業終了後に本会から埼玉県に修了者名簿を提出します。 
 

７ 研修費用 
（１）受講料 

 ３０，０００円 

（２）支払方法 

 受講申込後、別途郵送する「受講決定のお知らせ」に同封する払込票にてお振込みくだ

さい。お振込みいただいた受講料につきましては、受講開始後は返金できませんのでご了

承ください。 

 

８ 申込方法 
 別添の受講申込書に必要事項をご記入の上、１1申込み・問い合わせ先まで郵送でお申込み

ください。（ＦＡＸ、メール不可） 

なお、以下の内容を確認し、記入漏れのないように手続きをしてください。 

（１）申込期限 

平成２３年１２月１６日（金）必着 
（２）研修時期の選択 

『平成２４年１月から３月』、『平成２４年４月から６月』のどちらかを選択し、□欄

にチェックしてください。 



（３）研修日程の選択 

 『平成２４年１月から３月』を希望した方は、第４・５日と第６・７日において希望す

る日程番号を第３希望まで希望日程欄に記入してください。（第４・５日：①日程～⑥日

程、第６・７日：①日程～⑥日程） 

 なお、第４・５日と第６・７日の間は、介護支援サービスの基礎技術に関する実習（以下

「実習」という。）を行いますので、約３週間の期間を空けて選択してください。 
 

９ 受講決定 
 受講申込をされた方には、平成２４年１月上旬に郵送により受講決定のお知らせをします。

平成２４年１月１７日（火）を過ぎても受講決定通知が届かない方は、１1申込み・問い合わ

せ先までご連絡ください。 

  なお、『平成２４年４月から６月』を選択された方へは２月中旬頃に日程等の詳しい情報

をお知らせします。 
 

10 その他 
住所や氏名などの登録事項に変更がある場合は埼玉県への手続きが必要ですので、直接、埼

玉県高齢介護課（電話：048-830-3232）へお問い合わせください。 
 

11 申込み・問い合わせ先 

  埼玉県社会福祉協議会 研修開発部 ケアマネジャー業務課 

（住所） 〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 

（電話） 048-824-3111 
 

※お問い合わせは、平日の９時～１７時の間にお願いします。 

※電話番号をお間違えのないようお気を付けください。 



≪研修日程≫ 
【平成２４年1月から３月まで】 

 日  程 会 場 研 修 時 間 

第１日  １月２４日（火） 

埼玉会館 
１０：００～１９：００（予定） 

（各日程受付 ９：１５～） 
第２日  １月２５日（水） 

第３日  １月２６日（木） 

第４・５日 

（選択） 

 ①日程 １月２８日（土）･２月１日（水） 彩の国 

すこやかプラザ    

１０：００～１７：３０ 

（各日程受付 ９：１５～） 

 ②日程 2月２日（木）･３日（金） 
埼玉建産連 

研修センター 

 ③日程 2月８日（水）･９日（木） 
埼玉建産連 

研修センター 

 ④日程 2月 １ 1日 （ 土 ･祝） ･１ ８ 日 （ 土 ）  
彩の国 

すこやかプラザ 

 ⑤日程 2月１５日（水）･1６日（木） 
埼玉建産連 

研修センター 

 ⑥日程 ２月２０日（月）･ ２１日（火） 
埼玉建産連 

研修センター 

実習 

※実習は、第1～5日で学んだ内容をもとに利用者の協力を得て面接場面を経験し、レポートを作成してい

ただくものです。そのため、第4・5日と第6・7日の間は、約３週間の期間を空けて日程を選択してく

ださい。実習に関する詳細については、研修中に行う実習オリエンテーションでお知らせいたします。 

※別紙「実習及び自己学習のお知らせ―概要版―」をご覧ください。 

第６・７日 

（選択） 

①日程 ２月 ２５日（土）･２６日（日）  
彩の国 

すこやかプラザ 

１０：００～１７：３０ 

（各日程受付 ９：１５～） 

 ②日程 3月１日（木） ･２日（金） 
埼玉建産連 

研修センター 

 ③日程 3月７日（水）･８日（木） 
埼玉建産連 

研修センター 

 ④日程 3月１４日（水）･１７日（土） 
彩の国 

すこやかプラザ 

 ⑤日程 3月１９日（月）･２０日（火･祝） 
埼玉建産連 

研修センター  

 ⑥日程 3月２４日（土）･２５日（日） 
彩の国 

すこやかプラザ 

＊（第４・５日）と（第６・７日）の分割受講はできません。 

＊会場の詳細は≪会場案内≫を参照ください。 

 

【平成２４年４月から６月まで】 

 日  程 会 場 内  容 

第１日 第１日～第３日 

４月中 
※日程の選択はできません。 

さいたま市内 
１０：００～１９：００（予定） 

（各日程受付 ９：１５～） 
第２日 

第３日 

第４・５日 

（選択） 

 4月～５月の間 

  ※複数日程から選択できます 
彩の国 

すこやかプラザ 他 
１０：００～１７：３０ 

（各日程受付 ９：１５～） 

実習 

※実習は、第1～5日で学んだ内容をもとに利用者の協力を得て面接場面を経験し、レポートを作成してい

ただくものです。そのため、第4・5日と第6・7日の間は、約３週間の期間を空けて日程を選択してく

ださい。実習に関する詳細については、研修中に行う実習オリエンテーションでお知らせいたします。 

※別紙「実習及び自己学習のお知らせ―概要版―」をご覧ください。 

第６・７日 

（選択） 

５月～６月の間 

※複数日程から選択できます。 
彩の国 

すこやかプラザ 他 

１０：００～１７：３０ 

（各日程受付 ９：１５～） 

＊（第４・５日）と（第６・７日）の日程は２月中旬頃にお知らせします。 

＊会場・日程数等は予定ですので変更になる場合があります。 



 

≪会場案内≫ 
※日程により会場が異なります。 

※各会場とも公共交通機関をご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【彩の国すこやかプラザ  

２階セミナーホール】 

さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 

     

JR京浜東北線与野駅（西口） 

下車徒歩約１０分 

【埼玉会館 大ホール】 

さいたま市浦和区高砂3-1-4 

 

JR浦和駅（西口） 

下車徒歩約６分 
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【埼玉建産連研修センター  

3階多目的大ホール】 

さいたま市南区鹿手袋4-1-7 

     

ＪＲ武蔵野線・埼京線武蔵浦和駅 

下車徒歩約10分 

 

※武蔵浦和駅西口は大規模な工事が行なわれていますので、東

口をご利用ください。 

東口にある「花と緑の散歩道（遊歩道）」を進み、高架下にコ

インランドリーがあるので、左折してください。 

 

※会場にエレベータはありません。 

 

 

 

 



別表 

埼玉県介護支援専門員再研修カリキュラム 
◆ 研修時間：日程により開始及び終了時間が異なります｡また、修了するためには所定の時間、課目を全

て履修する必要があります。したがって、遅刻や早退は認められません。交通機関の遅れなど万が一

の場合も想定し、万全の準備で参加してください。 

 課  目 内  容 

第
１
・
２
・
３
日 

○ 介護保険制度の概要 
 介護保険制度の基本理念を理解する。地域包括支援センターの役割と介

護支援専門員が受ける日常的な支援内容、情報提供や連携の必要性等につ

いての講義。 

○ 介護支援専門員の機能と役割 
 利用者の自立支援を図るために必要な介護支援専門員の機能や役割を認

識する。 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽ（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の基本 
 介護支援サービスの意義と目的、介護支援サービスにおけるチームケ

ア、プロセスについての講義。利用者の権利擁護の視点に立った介護支援

専門員の倫理と基本姿勢などについて学ぶ。 

○ 介護予防ケアマネジメント 

 予防給付においては、利用者の生活状況を適切に把握し、それに基づき

生活機能の改善可能性の評価を行い、利用者が意欲を持って必要な支援を

活用しながら自立した生活を送れるようなケアマネジメントを行うことが

求められている。このようなケアマネジメントを行うための基本的な考え

方、プロセスについて学ぶ。 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽの基礎技術 

・受付及び相談と契約 

 介護サービスの利用を希望して介護支援専門員に相談する利用者だけで

なく、介護支援サービス、各種介護サービスを必要とする利用者の発見と

それらの者を介護支援サービスに結びつけることが重要であることの理解

を図るための講義。また、契約は重要事項の説明を経た法律行為であり、

利用者が主体であることを保障するために苦情申し立てや権利擁護が制度

化され、利用者が主体者であることを認識し、利用者の自立を支援する視

点の必要性を学ぶ。 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽの展開技術 

・相談面接技術 
 利用者の権利擁護の視点に立ち、自立支援を図る上で必要なアセスメン

トを行うための相談面接技術の習得についての講義と演習。 

○ 要介護認定のしくみ 
 要介護認定等に係る認定調査方法や要介護認定等基準の基本的な視点と

概要を理解し、利用者の状態がどのように要介護度等に反映されるかにつ

いての講義。 

○ 実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① 介護支援ｻｰﾋﾞｽ(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)に関する実習についてのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ。 

第
４
・
５
日 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽの基礎技術 

・課題分析の方法 

・居宅ｻｰﾋﾞｽ計画等の作成 

・介護予防支援 

○ 実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ② 

 アセスメントにより解決すべき生活全般の課題が明らかになること

を理解し、的確な情報の把握と分析の必要性について理解する。 

 アセスメントから明らかになった生活の目標と課題について、自立

支援の理念を具現化し、利用者の生活の目標を実現するための居宅サ

ービス計画等の原案作成の演習をとおして理解を進める。 

実
習 

○介護支援ｻｰﾋﾞｽ(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)に 

 関する実習 

 これまでの講義や演習をもとに、実習の目的とねらいについて理解

した上で、各自一事例を選定して認定調査、社会資源調査、アセスメ

ント及び居宅サービス計画等作成の実習を行う。 

第
６
・
７
日 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽの基礎技術 

・ｱｾｽﾒﾝﾄ･居宅ｻｰﾋﾞｽ計画等作成演習 

・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの方法 

○ 介護支援ｻｰﾋﾞｽの展開技術 

・ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ演習 

○ 意見交換 

 アセスメントにより明らかになった解決すべき課題について事後

的・客観的評価を行うことにより、総合的な援助の方針及び目標設定

の整合性を確認し、居宅サービス計画等の再作成を行う方法と技術に

ついて学ぶ。 

 ロールプレイ等の演習をとおして、それぞれのサービス提供者等専

門職チームによる相互理解を図ることの重要性やアセスメントの客観

性を担保することの重要性について理解する。 

＊（第４・５日）と（第６・７日）の分割受講はできません。 

 

≪実習及び自己学習について≫ 
 実習は、各自で実習協力者を選定し、その方に関する①要介護認定調査、②社会資源調査、③アセス

メント及び居宅サービス計画（ケアプラン）作成等を行っていただき、実習報告書及び上記①～③のレ

ポートを提出していただくものです。 

  実習及び自己学習の進め方は、研修初日に配布する「演習・実習の手引き」でお知らせします。 

なお、本研修では、「四訂介護支援専門員実務研修テキスト」（財団法人長寿社会開発センター）、

「四訂居宅サービス計画書作成の手引／第２版」（財団法人長寿社会開発センター）を配布する予定で

すので、あらかじめ購入する必要はありません。 


